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随意契約を 随意契約に係る 随意契約による

締結した日 契約金額(税込) こととした理由

大阪赤十字会館将来構想に関する不
動産コンサルティング業務契約

総務課

大阪府大阪市中央
区大手前2-1-7

令和7年9月22日

三井住友信託銀行株
式会社

大阪市中央区北浜四
丁目5番33号

10,120,000円

当該業者は、2019～2023年度に大阪赤十字会館
中長期保全計画に基づくコンストラクション・
マネジメントを実施し、当会館の現状及び課題
を熟知していることから、契約の性質と目的が
競争を許さない場合に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第４項）

随意契約締結状況

物品等又は役務の名称及び数量
随意契約担当部課
の名称及び所在地

随意契約の相手方の
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その他必要な
事項（備考）


